
整理番号 審　　査

及　　び 件　名 陳　情　者

受理月日 結　　果

第１号

2月4日

令和８年第１回長久手市議会定例会

陳　　　　情　　　　文　　　　書　　　　表

所管委員会

新宿区において顕在化した事例を
受けて、政党機関紙の庁舎内勧誘
行為に関する早期の実態把握と再
発防止を求める陳情

自治体職員をハラスメ
ントから守る愛知県民
の会
代表　



00730
写し

























整理番号 審　　査

及　　び 件　名 陳　情　者

受理月日 結　　果

第２号

2月9日

令和８年第１回長久手市議会定例会

陳　　　　情　　　　文　　　　書　　　　表

所管委員会

「薬害教育の推進および薬害リスク
（健康被害）情報の周知」に関する
陳情

長久手市
　



00730
写し





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年２月１９日(木)午前１０時開議

第１ 会議録署名議員の指名

第　２ 会期の決定

第　３ 諸般の報告

１ 総務くらし建設委員会の副委員長の選任について

２ 議案の提出について

３ 監査結果について

４ 損害賠償の額の決定及び和解について

５ 議案説明員について

６ 議員派遣の結果について

第４ 議案第７号令和８年度長久手市一般会計予算から議案第３３号長久手給食

センター空調機器等改修工事（ゼロ債務、余裕期間・発注者指定）工事請

負契約の締結についてまで

（議案の上程、施政方針、提案者の説明）

第５ 同意案第１号長久手市固定資産評価審査委員会の委員の選任について

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

第６ 同意案第２号長久手市公平委員会の委員の選任について

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

第７ 同意案第３号長久手市農業委員会の委員の任命についてから同意案第１０

号長久手市農業委員会の委員の任命についてまで

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、討論採決）

令和８年第１回長久手市議会定例会議事日程（第１号）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年２月２０日(金)午前１０時開議

第１ 諸般の報告

請願の提出について

第２ 諸般の報告に対する質疑

第３ 請願第１号平池地区高層マンション建設に伴う、道路法第４７条に基づく

車両制限令の厳格な適用に関する請願

（請願の上程、紹介議員の説明）

第　４ 議案第７号から議案第３３号まで及び請願第１号

（議案に対する質疑、委員会付託）

令和８年第１回長久手市議会定例会議事日程（第２号）



令和８年３月３日(火)午前９時３０分開議

第１ 一般質問

（代表質問）

みらい 議員

公明党 議員

翼 議員

ながくて 議員

香流 議員

第１ 一般質問

（代表質問）

みらい 議員

公明党 議員

翼 議員

ながくて 議員

香流 議員

第１ 一般質問

（代表質問）

みらい 議員

公明党 議員

翼 議員

ながくて 議員

令和８年第１回長久手市議会定例会議事日程（第３号）

野 村 弘

木 村 さ ゆ り

大 島 令 子

山田けんたろう

な か じ ま 和 代

野 村 弘

木 村 さ ゆ り

大 島 令 子

山田けんたろう

な か じ ま 和 代

野 村 弘

木 村 さ ゆ り

大 島 令 子

山田けんたろう

Ａ 案

Ｂ 案

Ｃ 案



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年３月４日(水)午前９時３０分開議

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

議員

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

第１ 一般質問

（代表質問）

香流 議員

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

令和８年第１回長久手市議会定例会議事日程（第４号）

水 野 勝 康

田 崎 あ き ひ さ

岡 崎 つ よ し

伊 藤 真 規 子

川 合 と も ゆ き

水 野 勝 康

田 崎 あ き ひ さ

岡 崎 つ よ し

伊 藤 真 規 子

な か じ ま 和 代

水 野 勝 康

田 崎 あ き ひ さ

岡 崎 つ よ し

伊 藤 真 規 子

Ａ 案

Ｂ 案

Ｃ 案



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年３月５日(木)午前９時３０分開議

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

第１ 一般質問

（個人質問）

議員

議員

議員

議員

令和８年第１回長久手市議会定例会議事日程（第５号）

冨 田 え い じ

わたなべさつ子

お く だ け ん じ

川 合 と も ゆ き

冨 田 え い じ

わたなべさつ子

お く だ け ん じ

川 合 と も ゆ き

冨 田 え い じ

わたなべさつ子

お く だ け ん じ

Ａ 案

Ｂ 案

Ｃ 案



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年３月１７日(火)午前１０時開議

第１ 議案第７号から議案第３３号まで及び請願第１号

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

令和８年第１回長久手市議会定例会議事日程（第６号）



令和８年２月 12 日　 

　 

広報広聴協議会公聴部会長　冨田えいじ　 

 

議員派遣結果報告書 

 

令和７年第３回長久手市議会定例会において議決された議員派遣について、

下記のとおり報告します。 

記 

１　件名 

第 13 回長久手市議会議会報告会 

２　目的 

　　議会活動の報告 

３　派遣場所 

　　南小校区共生ステーション、市が洞小校区共生ステーション 

４　期日 

　　令和８年１月 24 日（土） 

５　派遣議員 

　　全議員　※にしだ亮太議員は欠席 

６　概要 

　　13 時 30 分から 15 時 30 分までの２時間 

　○議会活動の報告 

　　ぎかいたいむ２月１日号を配付した。 

　○意見交換 

　　南小校区共生ステーション、市が洞小校区共生ステーションともに２グル

ープに分かれて意見交換 

　○テーマ 

　　南小校区共生ステーション 

　　　①公園・道路について 

　　　②子ども・子育てについて 

　　　③文化・スポーツについて 

　　　④フリートーク 

　　市が洞小校区共生ステーション 



　　　①文化・スポーツについて 

　　　②公園・道路について 

　　　③学校教育について 

④フリートーク 

参加者　南小校区共生ステーション　　　　　15 人 

　　　　市が洞小校区共生ステーション　　　12 人 

 

７　所感 

今回の議会報告会は、南小学校区および市が洞小学校区の共生ステーション

の２会場において同時開催した。当日は厳しい寒さに見舞われ、市内で複数のイ

ベントが重なっていたものの、参加者数は南小学校区会場が 15 名、市が洞小学

校区会場が 12 名となり、昨年を上回った。参加者の年齢層は 20 代から 80 代ま

でと非常に幅広く、男女比もほぼ半数ずつであり、多様な層の市民が集う場とな

った。 

会では「ぎかいたいむ２月１日号」の配付と議会報告を行った後、意見交換を

実施した。各会場とも２組に分かれ、関心の高いテーマを優先して活発な議論が

展開された。南小学校区会場では一人２分の持ち時間を設けるというルールを

遵守したことで、参加者同士が他者の発言を自分事として捉え、尊重し合いなが

ら意見を述べる良好な対話の場が形成された。若い世代からも地域の課題や要

望を聞き取ることができ、委員会での早期調査に向けた重要な知見を得ること

ができた。市が洞小学校区会場では子育て世代中心に活発な議論が行われ、個別

の施策の賛否以上に「市の説明と意思決定の見え方」「維持管理まで含めた現実

的な運用」「学校・地域・保護者の関係再設計」といった、行政運営の根幹に関

わる課題が共有された。 

開催後のアンケート結果によると、両会場ともグループの約半数が初めての

参加者であり、市民の満足度は概ね高かった。しかし、グループ分けの際の空間

的な仕切りの確保や、発言時間を最大限に確保するための時間配分の工夫とい

った運営面での課題も残った。 

本開催をもって市内全小学校区での報告会が完了した。今後は得られた意見

を整理し、具体的な課題解決へと繋げていきたい。また、展望としては市内の

様々な団体と真摯に向き合い、対話を重ねることで、未だ潜在する地域課題の解

決に全力を尽くしたいと考える。



議案付託表（総務くらし建設委員会）

議案番号 件　名

議案第 ２４ 号 長久手市印鑑条例の一部を改正する条例について

議案第 ２５ 号 長久手市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
について

議案第 ２６ 号 古戦場公園再整備基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例について

議案第 ３０ 号 長久手市公共用物の管理に関する条例等の一部を改正する条例につ
いて

議案第 ３２ 号 長久手市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい
て



議案付託表（教育福祉委員会）

議案番号 件　名

議案第 １９ 号 長久手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の
特例を定める条例の制定について

議案第 ２０ 号 長久手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例について

議案第 ２１ 号 長久手市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

議案第 ２２ 号 長久手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

議案第 ２３ 号 長久手市特定個人情報の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
の一部を改正する条例について

議案第 ２７ 号 長久手市介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第 ２８ 号 長久手市福祉の家条例の一部を改正する条例について

議案第 ２９ 号 長久手市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
の制定について

議案第 ３３ 号 長久手給食センター空調機器等改修工事（ゼロ債務、余裕期間・発
注者指定）工事請負契約の締結について



議案付託表（予算決算委員会）

議案番号 件　名

議案第 ７ 号 令和８年度長久手市一般会計予算

議案第 ８ 号 令和８年度長久手市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９ 号 令和８年度長久手市土地取得特別会計予算

議案第 １０ 号 令和８年度長久手市介護保険特別会計予算

議案第 １１ 号 令和８年度長久手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 １２ 号 令和８年度長久手市卯塚墓園事業特別会計予算

議案第 １３ 号 令和８年度長久手市下水道事業会計予算

議案第 １４ 号 令和７年度長久手市一般会計補正予算（第１１号）

議案第 １５ 号 令和７年度長久手市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第 １６ 号 令和７年度長久手市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第 １７ 号 令和７年度長久手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

議案第 １８ 号 令和７年度長久手市卯塚墓園事業特別会計補正予算（第３号）

議案第 ３１ 号 令和８年度長久手市一般会計補正予算（第１号）



別紙 

長久手市条例第　　号 

長久手市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

長久手市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年長久手町条例第８

号）の一部を次のように改正する。 

 

 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 
改正後 改正前

 （交付額） （交付額）

 第３条　議員に係る政務活動費は、年

額１５万円（以下「年額」という。）

とする。ただし、次の各号に掲げる

場合においては、当該各号に掲げる

額とする。

第３条　議員に係る政務活動費は、年

額１２万円（以下「年額」という。）

とする。ただし、次の各号に掲げる

場合においては、当該各号に掲げる

額とする。

 (1)及び(2)　（略） (1)及び(2)　（略）



日　次 曜日 開催時間 摘 要

第１日 木 午前10時 臨時会

４月２８日（火）午前１０時　　　議会運営委員会

５月８日（金）　　　　　　　　　　予備日

日　次 曜日 開催時間 摘 要

第１日 木 午前10時
開会、本会議　会議録署名議員指名、会期の決定、
諸般の報告、議案（上程、説明）

第２日 金 午前10時 本会議　議案（質疑、委員会付託）　散会後　予算決算委員会

第３日 土 休　　　　会

第４日 日 休　　　　会

第５日 月 午前9時30分 常任委員会

第６日 火 休　　　　会

第７日 水 休　　　　会

第８日 木 休　　　　会

第９日 金 午前9時30分 常任委員会

第１０日 土 休　　　　会

第１１日 日 休　　　　会

第１２日 月 予　 備　 日

第１３日 火 午前9時30分 本会議　一般質問

第１４日 水 休　　　　会

第１５日 木 午前9時30分 本会議　一般質問

第１６日 金 午前9時30分 本会議　一般質問

第１７日 土 休　　　　会

第１８日 日 休　　　　会

第１９日 月 予　 備　 日

第２０日 火 午前9時30分 予算決算委員会

第２１日 水 休　　　　会

第２２日 木 予　 備　 日

第２３日 金 午前10時 議会運営委員会

第２４日 土 休　　　　会

第２５日 日 休　　　　会

第２６日 月 休　　　　会

第２７日 火 午前10時
本会議　議案（委員長報告、委員長報告に対する質疑、
討論採決）　閉会

５月１９日（火）午前１０時　　　　議会運営委員会

５月２５日（月）午前８時３０分から　５月２６日（火）正午まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般質問通告受付

５月２６日（火）正午　　　　　　 　陳情書及び請願書等受付締切り

６月　２日（火）午前１０時　　　　議会運営委員会　

令和８年第２回長久手市議会臨時会会期日程（案）　　　　　　　　 （令和８年５月７日　１日間）

月 日

5月7日

令和８年第２回長久手市議会定例会会期日程（案）　　（令和８年６月４日～６月３０日　２７日間）

月 日

6月4日

6月5日

6月6日

6月7日

6月8日

6月9日

6月10日

6月11日

6月12日

6月13日

6月14日

6月15日

6月16日

6月17日

6月18日

6月19日

6月20日

6月21日

6月22日

6月23日

6月24日

6月25日

6月26日

6月27日

6月28日

6月29日

6月30日



 

 

 

 

長久手市議会申合せ事項及び運営上の先例集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月



議会運営委員会に関する申合せ事項 

 

令和８年４月１日改正 

 

この申合せは、長久手市議会の適正な運営を期するため、必要な事項を定め

るものとする。 

 

１　委員会は、次に掲げる事項に関し、調査・調整又は審査する。 

⑴　委員会所管の議案、請願等に関する事項 

⑵　議会の運営に関する事項 

ア　会期及び議事日程に関すること 

イ　議案の審議方法に関すること 

ウ　その他、議会運営に関すること 

⑶　議会の会議規則及び委員会に関する条例等に関する事項 

ア　会議規則及び委員会条例に関すること 

イ　議員の定数条例、定例会の回数を定める条例及び市議会事務局に関す

る条例に関すること 

ウ　定例会の招集時期を定める規則及び傍聴規則に関すること 

エ　市議会事務局処務規程及び市議会公印規程に関すること 

⑷　議長の諮問に関する事項 

ア　議会選出委員及び市長等の付属機関の議会推薦委員に関すること 

イ　議会の同意を要する委員等に関すること 

ウ　議会費の予算に関して意見を聞くこと 

エ　その他、議長が必要と認めること 

２　委員の選任 

⑴　原則として会派に所属する議員で構成するものとし、各会派の所属議員数

に概ね比例して選出する。 

⑵　会派を解散または脱会したときは、委員の資格を失う。議会役員の改選を

行う５月の臨時会後に、会派の解散、結成等により会派の所属議員数の変更

があった場合は、その都度、会派代表者会議において委員の人数について協

議し、調整する。 

⑶　会派に所属しない議員については、代表１人を委員外議員として出席させ

ることができる。発言することはできるが、採決には加わらない。また、会

派に所属しない議員の人数が議員実数の３分の１以上のときは、委員として

選任するかどうかを、会派代表者会議において決定する。（会派に所属しな

い議員の人数、議員実数ともに議長は除く） 



３　議長は、委員会に出席する。発言することはできるが、採決には加わらな

い。 

４　副議長は委員外議員として出席することができる。発言することはできる

が、採決には加わらない。 

５　その他、委員会の運営に関し必要な事項の生じた場合は、その都度協議す

る。 
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長久手市議会運営上の先例



 

第１章　総　則 

１　議会の呼称 

議会は、暦年ごとに会期の順次、回数を追って定例会、臨時会の別に、令和

○○年第○回長久手市議会定例会（又は臨時会）と呼称する。 

２　議会の招集 

⑴　議会の招集は、告示の写しを添えて議長名で開会日時を記載した文書を

もって通知する。 

⑵　任期満了後から、一般選挙後最初の議会までの諸会議は、事務局長名を

もって通知する。 

３　参集 

参集の通告は、議員登庁表示盤にて行うものとする。（平成２４年第１回臨

時会から） 

４　議席 

⑴　議席の割り振りは、議員の期数順を基本とし、議員間で調整の上、議長

が定める。（令和５年５月１日から） 

⑵　議席番号の欠番はない。（平成１５年３月までは４番を欠番としていた。） 

⑶　議席番号は議長から見て前列右端より始め、後列右端に及び、その左端

をもって終わる。 

⑷　会派の異動により議席を変更したことがある。 

５　会期 

⑴　一般選挙後、最初の会議における会期の決定は、臨時議長（議場にいる

最年長の議員）のもとに行うったことがある。 

⑵　会期は、議会運営委員会においてあらかじめ協議し、招集日に議長が会

議に諮って決議する。 

⑶　会期は「本日から何月何日までの何日間」という定め方をする。臨時会

において、会期が１日の場合にあっては「本日１日限り」とする。 

⑷　会期の延長は、議会運営委員会に諮り、議長発議により決定する。 

６　会議時間 

　⑴　本会議の開始時刻は午前１０時とする。ただし、平成２３年第３回定例

会から、一般質問を議事日程とする本会議に限っては午前９時３０分開始

とする。（平成２３年第３回定例会から平成２８年第１回定例会まで試行期

間。平成２８年第２回定例会から本導入。） 

⑵　会議時間の延長は、議長の発議により決定する。 

⑶　議事の都合により翌日の開議時間を午前０時に繰り上げたことがある。 

（昭和５７年第３回臨時会） 



 

⑷　議事の都合により開議時間を午前９時又は午前９時３０分に繰り上げた

ことがある。また、午前１０時３０分に繰り下げたことがある。（日曜議会

の一般質問、平成１８年第３回定例会から一般質問開催日は開議時間を午

前９時４５分とした例がある。）　 

７　休会 

　⑴　定例会では、本会議最終日の前日は事務整理のため休会にする。 

⑵　臨時会では、休会は設けない。 

８　諸報告 

　⑴　諸般の報告は議事日程に記載して、議長より報告する。 

⑵　法律に基づく諸般の報告は、招集告示後最初の議会運営委員会で配付し、

本会議２日目に質疑する。 

⑶　法律に基づかない報告等は資料として議員に配付する。 

９　紹介及び挨拶 

⑴　一般選挙後最初の議会開会の際、臨時議長の紹介は議会事務局長が行う。 

⑵　議長及び副議長に当選した議員は、登壇して挨拶をする。 

 

第２章　議案及び動議 

１　議案等の提出 

⑴　議会に提出される議案等は、あらかじめ議会運営委員会に報告する。 

⑵　追加提出される議案等は、その都度議会運営委員会に報告する。 

⑶　議員が議案等を提出しようとするときは、あらかじめその案をそなえ提

出する。 

⑷　一般会計、特別会計等決算の認定議案は、毎年第３回定例会（９月）に 

提出されるのが例である。 

２　議案等の配付　 

　⑴　市長提出議案等は、議会運営委員会にて配付する。ただし、議長の正式

受理は開会当日とする。配付方法を議会ペーパーレス会議システムを使用

し、データ配付に切り換えた。（令和４年第１回定例会から）ライブ配信開

始に伴い、議案等資料の公開方法や時期について整理した。目次「４　要

綱等　⑴本会議関係　ア　議案等資料の公開（配付時期）」参照 

⑵　議員提出議案等が提出されたときは、議長はその写しを上程する会議の

当日に配付する。（議会運営委員会で合意されている議員提出議案を除く。） 

⑶　継続審査に付した議案等は、次の会議において配付しない。 

⑷　市長提出議案には、議案の概要が添付される。 

 



 

３　議案等の訂正及び撤回 

⑴　議案等の訂正は、議会運営委員会に報告する。 

⑵　議案等の訂正は、説明・質疑及び討論を行わず、直ちに採決する。ただ

し、軽微な訂正については正誤表の配付等により訂正を行うことがある。 

　⑶　議員提出議案は、撤回理由の説明を行わない。 

 

第３章　議事日程 

１　議事日程の作成 

⑴　議事日程は、招集前に開催される議会運営委員会においてあらかじめ協

議したものを議長が作成するものとする。 

⑵　議事日程は、日程ごとに順次号数を付し、開議までに配付する。 

⑶　議事日程に記載する事件及び順序は議長が定める。 

⑷　議事日程に記載する事項及び順序は、おおむね次のとおりである。 

会議名 

ア　開議の月日、開議の時間、議席の指定(改選後等初の議会)、変更 

イ　会議録署名議員の指名 

ウ　会期の決定、変更 

エ　諸般の報告 

オ　一般質問 

　　カ　議員派遣の件 

　　キ　委員会の閉会中の継続調査の申出 

⑸　諸般の報告は通常次の事項を報告する。 

ア　意見書等の処理報告 

イ　議案等の提出、撤回 

ウ　法令に定められた報告 

エ　議員派遣結果の報告 

オ　辞職及び選挙 

カ　各委員会委員の選任、所属変更 

キ　議案説明員の報告 

　　ク　監査の結果報告 

ケ　議会の議決による専決処分の報告 

２　議事日程の追加 

議事日程の追加は、あらかじめ議会運営委員会において協議をして議長発

議で行う。　 

 



 

第４章　議会人事 

１　議会役員の改選 

⑴　議会役員の改選は、５月の臨時会で行う。 

⑵　議会役員の人選等に関する調整は、会派代表者会議で行う。 

２　議長及び副議長の選挙 

⑴　議長及び副議長の選挙は投票によって行う。 

⑵　議員は点呼に応じて演壇に置く投票箱に順次投票する。 

⑶　議長及び副議長選挙において得票数が同数のため、くじにより議長又は

副議長を決定したことがある。 

（議長：平成１９年第 1 回臨時会） 

（副議長：平成１４年第１回臨時会、平成１８年第１回臨時会） 

⑷　くじは、順序を決めるくじと、当選を決めるくじと２回行う。順序を決

めるくじの順序は議席番号順とする。 

３　その他の選挙 

⑴　一部事務組合の議員並びに選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙は指

名推選の方法によるのが例である。 

⑵　指名推選の発議、指名の方法及び被選挙人の指名は、議長が行う。 

４　開票立会人 

開票立会人は、出席議員の中から２人（会議録署名議員）を議長が会議に

諮って指名する。 

５　選挙の結果 

当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに行う。 

６　監査委員の選任 

　⑴　毎年、議会役員の改選を行う５月の臨時会において、会派代表者会議で

協議する。 

　⑵　会派代表者会議での協議の結果、前任者が引き続き任に就くことを妨げ

ない。 

　⑶　会派代表者会議において、候補者の調整がつかない場合は、全議員によ

る投票で決定する。投票の方法は、議長・副議長の選挙に準ずる（非公開）。 

 

第５章　議　事 

１　議　題 

⑴　市長提出議案等の提案説明及びこれに対する質疑は、一括議題とする。 

⑵　人事案件は１件ごとに議題とし、質疑を行い、委員会付託を省略し即決

する。 



 

⑶　委員会に付託した事件を会議の議題とするときは、議案・請願等を合わ

せて一括議題とし、総務くらし建設、教育福祉、予算決算及び議会運営の各

委員会順にその経過と結果を報告する。 

⑷　閉会中の継続審査に付した事件は、審査終了後の定例会で議題とする。 

２　除　斥 

議員が会議の議題において除斥に該当するときは、議長はその旨を宣言す

る。 

３　議案の説明 

⑴　提案理由の説明は副市長が行う。（平成１６年第３回定例会から） 

⑵　当初予算を審議するため毎年３月に招集される定例会においては、市長

より提案理由の説明の前に施政方針を述べる。 

⑶　議案の朗読は行わない。 

４　質　疑 

⑴　質疑は、１議案ごとに行う。 

⑵　質疑者は、まず質疑事項の全部を述べる。 

⑶　議員提出議案に関する質疑については、説明員の答弁は許されない。 

⑷　法令に基づく諸般の報告も質疑できる。（平成２２年第３回定例会から） 

５　委員会付託 

⑴　議案の委員会付託は「議案付託表」によって行う。 

⑵　決議、人事案件及び請願が採択されたことにより提案された意見書案は、

委員会付託を省略する。 

ア　採択された請願の内容と意見書案の内容の一部に相違があったため、

意見書案の内容を一部訂正し可決をした。（平成元年第３回定例会） 

イ　決議を委員会に付託した例がある。（平成４年第４回定例会） 

ウ　２つ以上の所管にわたる請願の付託を、分割してそれぞれの委員会に

付託したことがある。（昭和５４年第４回定例会で分割し、枝番を付し付

託した。ただし分割付託は違法である。） 

６　附帯決議 

⑴　委員は附帯決議を付す場合は、当該事件の討論中に委員長へ附帯決議案を

提出する。委員長は当該事件の表決後、当該附帯決議を付すべきか表決を行

う。 

⑵　附帯決議を付すべきとした場合は、本会議における委員長報告でその内容

を説明する。 

⑶　附帯決議を本会議で表決に付す場合、委員長報告は、附帯決議を付すべき

提案があった旨及びその審査結果の報告に留める。当該附帯決議の審議は、



 

事件の表決後、再度所管の委員長が登壇し、その内容を説明した上で質疑、

討論を行わず表決を行う。なお、この際に配付布される附帯決議案は、議案

の形式を用いず、下記のとおりとする。 

⑷　議員が附帯決議を提出する場合、予め議会運営委員会に諮った上で、附帯

決議を付すべきとする議案の可決後に提出する。 

 

 

 

７　委員長報告 

⑴　委員長は、委員会において案件の審査が終了した時、委員長報告書を作

成する。 

⑵　委員長はその経過並びに結果を報告する場合は、自己の意見を加えない。 

⑶　委員長報告に対しての質疑は、委員長にする。 



 

⑷　委員会に委員長が欠席したため委員長報告は、本会議に委員長が出席し

ていても副委員長が行ったことがある。（昭和５７年第４回定例会） 

８　討　論 

本会議においては、委員長報告が可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の

順とし、委員長報告が否決の場合は、原案賛成者、原案反対者の順とする。ま

た委員会では、反対討論、賛成討論の順とする。 

９　表　決 

⑴　起立採決は賛成者の起立を求める。 

⑵　簡易採決に異議があるときは起立により採決を行う。 

⑶　委員会審査結果が否決のときは、原案について諮る。 

⑷　投票により採決するときは、議長を出席議員に算入しない。また、出席

議員で投票を棄権したものについては、これを否とみなすこととする。 

⑸　投票のための点呼は、議席番号順による。（点呼は、議長の命により議会

事務局長が行う。） 

⑹　投票は無記名で行うのが例であり、記名投票をしたことは無い。 

 

第６章　発　言 

１　発　言 

⑴　簡易な事項について議長が許可したときは、議席で発言を行う。（議案質

疑、委員長報告の質疑、討論、議事進行上の発言） 

⑵　発言は通告によるもののほか起立により議長の許可を得て発言する。 

⑶　説明員が発言しようとするときは、議長に申し出て許可の後、発言を　　

する。 

⑷　議場で行う当局の発言はすべて議員の例による。 

２　一般質問 

⑴　一般質問には代表質問と個人質問があり、代表質問者は個人質問できな

い。 

⑵　個人質問は毎定例会、代表質問は第１回定例会に行う。 

⑶　発言通告書には具体的な質問要旨等を明確に記載する。 

⑷　文字の大きさは１２ポイントで明朝体とし、電子データで提出する。 

⑸　発言の順序は、代表質問、個人質問の順に、それぞれ通告の順に行う。 

⑹　質問通告者が提出期限経過後に提出されたしたものについて受理を認め

なかったことがある。（昭和５１年第３回定例会、昭和５４年第２回定例会、

平成２６年第３回定例会） 

⑺　質問通告者が当日欠席したときは、権利を放棄したとみなしたことがあ



 

る。（平成８年第３回定例会）会議規則を改正したことにより、質問者が当

日欠席した場合、通告が無効になったことがある。（令和４年第１回定例会） 

⑻　２回目以後の質問は、質問者が答弁者を指名することができる。 

⑼　質問通告者が１回目に質問をしなかった事項は、２回目以降で質問をし

ない。 

⑽　再質問は、通告事項の順に項目ごとに質問・答弁を繰り返す。再質問に

おいて発言通告の項目順に行わなかったため、質問した項目以前の再質問

を認めなかったことがある。 

⑾　再質問の回数制限はしない。（平成１８年第３回定例会から。平成１７年

第１回定例会から３回。以前は２回まで。） 

⑿　代表質問の関連質問は、同一会派の議員に限り発言することができる。 

⒀　個人質問、代表質問は質問席で行う。関連質問は自席で行う。（平成１７

年第１回定例会から） 

　⒁　一般質問開始時間は、午前９時３０分開始とする。 

　⒂　一般質問の録画映像は平成２３年６月からインターネットで配信したて

いる。令和５年第１回定例会から、本会議の全日程の録画配信を開始し、

ライブ映像の配信も始めた。※要綱あり 

　⒃　補助資料 

　　　一般質問においての補助資料とは、説明の際に言葉だけでは十分に伝わ

らない事柄について、議会主席者や傍聴者の理解を深めるために必要な資

料を指す。 

　　ア　議会出席者や傍聴者に資料内容が共有できるようにするため、質問日

の前日正午までに、使用する資料を議会事務局に提出し、議長の許可を

得る。 

　　イ　写真やスキャンデータにできない類で実物を紹介する必要がある場合

は、質問日の前日正午までに議長の許可を得た上で、質問席で掲げて見

せることとする。 

　　ウ　本を紹介する場合は、実物を質問席で掲げて見せるのではなく、質問

日の前日正午までに議長の許可を得た上で、内容を説明する程度とする。

表紙を共有する必要がある場合は、スキャンデータを質問日の前日正午

までに議会事務局に提出する。 

 

３　発言時間 

⑴　一般質問の発言時間はすべての質問及び答弁を含め６０分以内とする。

また一問一答とし、質問の回数は制限しない。 

一般質問だけの

ことではなくな

ったので、 
どこかの項目へ

移動



 

⑵　代表質問における関連質問は、通告者と同一会派の議員に限り発言する

ことができる。その際は、一問一答により質問及び答弁を含め１人５分を

限度とし、質問の回数は制限しない。また、個人質問における関連質問は

認めない。（平成３０年第１回定例会から） 

⑶　発言時間の制限の際、発言途中で制限時間になったとき、議長が発言者

に注意をしたことがある。 

４　緊急質問 

⑴　緊急質問は、議会運営委員会において、緊急性があると認められたもの

に限り議会の同意を得て、これを許したことがある。（昭和５８年第４回定

例会） 

⑵　緊急質問の発言方法は、個人質問に準ずる。 

 

第７章　会議録 

１　会議録署名議員 

⑴　会議録署名議員２人は、議席番号順に１番から及び１８番から逆の議席

番号順に議員を指名する。 

⑵　会議録署名議員の指名は会期の初日に行い、一会期を通じての指名を行

う。なお、臨時会は議長が決定した後に行う。 

⑶　会議録署名議員が会期中に欠席した場合は、次の番号の議員を追加指名

する。 

⑷　会議において職務を行った臨時議長及び副議長は、会議録に署名する。 

２　会議録の閲覧 

平成１５年４月から平成１３年第１回定例会以降分は会議録検索システム

によりインターネットで閲覧できることとした。 

３　会議録の配付 

会議録は、議員（令和４年度から電子データ）、市長、国立国会図書館（平

成２４年度から）、市役所西庁舎１階情報コーナー、中央図書館に配付する。

（平成１５年度から） 

 

第８章　委員会 

１　常任委員会 

　⑴　委員長及び副委員長の互選は委員を選任した日に行い、その結果を次の

本会議において報告する。 

　⑵　副議長は、常任委員会の委員になることができる。副議長の職としては

委員会に出席しない。 



 

２　委員会の議事 

⑴　委員会の開催時刻は、会議規則の規定を準用せず、委員長の議事整理権

に基づき会議を開くことができる。 

⑵　委員会における発言は、委員長の許可を得て行うが、質問は一問一答に

より行う。 

⑶　委員会は案件について必要があるときは、委員でない議員に対しその出

席を求めて説明又は意見を聞くことができる。（平成１８年第２回定例会の

議会運営委員会にて、委員外発言の申出を、委員会に諮り全会一致で許可

しなかったことがある。） 

⑷　日曜日、祝日等の休日には委員会を開かないのを例とするが、休日に開

いた例がある。（昭和５２年３月２２日第１回定例会。平成１１年第４回定

例会から平成１５年第４回定例会までの第４回定例会ごとで日曜議会を５

回実施した。） 

⑸　委員会における採決の方法は、挙手の方法によるのを原則としているが、

簡易表決によることもある。 

⑹　委員長報告は、正副委員長に一任する。 

　⑺　議決を急ぐ予算議案は、その都度議会運営委員会に諮り、分科会に送付

せず委員会で審査することとした。（令和３年第２回定例会から） 

⑻　委員会もインターネットでライブ配信をしたする。（令和５年第１回定例

会から） 

３　委員会の傍聴 

⑴　委員会の傍聴は、これを認める。ただし、定員は１０人以内とする。 

（平成１４年第１回定例会から） 

⑵　議員の傍聴は、口頭で議会事務局に伝える。一般傍聴は本会議の傍聴の

例による。（平成１４年度より改正） 

⑶　傍聴の議員からの発言要求は、許可しない。（許可したことはある。） 

４　委員会の記録 

⑴　委員会の記録は要点筆記とし、副委員長及び議会事務局で行う。 

⑵　委員会の記録は委員長が署名して議長へ提出する。 

５　特別委員会 

⑴　特別委員会は議会の必要性に基づき議長発議により設置する。 

⑵　委員の選任方法は、常任委員会の選任の例による。 

　⑶　副議長は、特別委員会の委員になることができる。副議長の職としては

委員会に出席しない。 

⑷　「調査終了まで」と議決された特別委員会は、委員長が全員打合せ会で



 

調査報告をしたのち、廃止の議決をする。 

　⑸　予算・決算特別委員会については、委員数を８人とする。（平成３１年５

月１日常任委員会へ移行） 

　 

第９章　請願・陳情 

１　趣旨説明制度　※別に申合せあり 

　　請願及び陳情を提出した者は、委員会審査の際に趣旨説明ができる。（平成

２７年５月１５日から） 

２　請願書の処理 

⑴　当該定例会の一般質問通告書の締切時間までに受理した請願は、次の議

会運営委員会で確認後、本会議で紹介議員が説明し、質疑の後、請願文書

表をもって委員会に付託する。 

⑵　請願の審議結果は請願者に文書で通知する。この場合同一趣旨の請願に

ついては、その代表者に通知する扱いとしている。 

⑶　同一趣旨の請願については、一括討論・採決する。 

⑷　臨時会において請願を急施事件として採決した例がある。 

（昭和５６年第４回臨時会） 

⑸　紹介議員の取消しがあった請願は、新たに紹介議員を立てなければ会議

に上程しない。 

⑹　紹介議員が取消された請願は、取消しを申し出た議員から請願者へ返却

する。 

⑺　上程された請願を取下げる場合は、提出者（代表者）及び紹介議員が取

下げ申出書を提出し、会議に諮って許可する。 

⑻　議案の内容に反した主旨の請願を議案可決によりみなし不採択とした。 

　　（平成２３年第４回定例会、平成２４年第１回定例会） 

３　陳情書の処理 

　　当面は以下により取り扱うこととし、状況を見て再度検討する。（平成２２

年９月３日） 

　⑴　持参による陳情 

ア　締切りは、請願書と同じとする。 

イ　受付後、最初の議会運営委員会で審査すべき委員会を決定し、所管の委

員会を記した陳情文書表及び陳情の写しを全議員に配付する。 

ウ　陳情の審査は委員会のみで行い、本会議には上程しない。（委員長報告

はしない。） 

エ　委員会の審査では、次のいずれかの処置をとるべきかを決定する。 



 

　　　(ｱ)　本市の当該関係機関に善処方を求める。 

　　　(ｲ)　本市の当該関係機関に、議会に対して陳情があった旨を伝える。 

　　　(ｳ)　各議員への配付に留める。 

　　　(ｴ)　(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)いずれにも該当しないものについては、委員会で判

断する。 

オ　委員会は、前項の決定事項を議長に報告し、議長は、その報告に基づき

陳情者へ文書回答するとともに、回答事項を全議員に報告する。 

　⑵　郵送による陳情 

従来どおり写しを議員配付とする。 

　⑶　意見書を求める陳情書は、紹介議員を介して請願書としての提出を陳情

者に求める。そのまま提出された陳情書は、審査の対象外とし、従来どお

りその写しを議員配付する。 

４　個人情報の取扱い（令和５年第１回定例会から） 

　　請願・陳情の文書に記載された提出者の個人情報（住所・氏名）は、以下

のとおり取り扱うこととする。 

　⑴　審査には個人情報が記載された文書の写しを使用する。傍聴者への資料

配付及び市議会ホームページ、議会だより等への公開は、個人情報が見え

ないように加工して行う。団体名は、全て公開する。併せて提出された署

名簿等については、全て非公開とする。 

　⑵　本会議や委員会で請願・陳情を読み上げる際は、提出者（代表者）の住

所は市町村（区制のある市は区名）まで、氏名は名字までとする。団体名

はそのまま読み上げる。署名簿等は署名者の総数のみを読み上げる。 

 

第１０章　辞　職 

１　議長及び副議長の辞職 

⑴　議長及び副議長の辞職は、簡易表決により許可する。 

⑵　副議長の辞職願が、一旦撤回されたことがある。 

 

第１１章　紀　律 

１　議場の紀律 

⑴　議員の録音機持込による録音は行わない。 

⑵　会議においては軽装で出席し、品位の保持に配慮する。説明員及び職務

のため出席する職員も同様とする。（令和４年第２回定例会から） 

ただし、平成１７年第２回定例会から令和４年第１回定例会までは夏季の服

装はクールビズ（ノーネクタイ、ノージャケット）であった。 



 

⑶　議場で開催される会議及び委員会での呼び出しは行わない。 

　 

第１２章　その他 

１　協議又は調整を行うための場 

　⑴　全員協議会 

　　　全員協議会は必要に応じ議長が招集する。 

　⑵　広報広聴協議会　※要綱あり 

　　　協議会は全議員（議長を除く）が参加し、協議会は必要に応じ会長（副 

議長）が招集する。また、協議会員は広報部会と広聴部会のいずれかに所 

属する。 

２　常任委員会等の正副委員長会 

⑴　議長が委員会相互間の連絡調整を図る必要がある場合に開催する。 

⑵　正副委員長会は議長が招集し、常任委員会及び議会運営委員会の正副委

員長のほか副議長が出席する。 

３　議会運営委員会　※別に申合せあり 

⑴　議会招集日の前に会議を開き、会期日程、議事日程、一般質問通告者の

割振り等を決める。 

⑵　会期中において、追加議案の取扱い、議事日程の確認のため開催する。 

⑶　上程議案の内容を聴取するため理事者の出席を求める。 

⑷　議長及び副議長は、議会運営委員会に出席する。 

４　全員打合せ会 

⑴　一般選挙後、初議会前に全員打合せ会を開催する。 

⑵　一般選挙後最初の全員打合せ会は、議会事務局長名で招集する。 

⑶　全員打合せ会は必要に応じ議長が会期中であると否とを問わずこれを招

集する。 

⑷　報告事項は、次のとおりとする。 

ア　議会及び市の協議連絡事項 

イ　常任委員会等の研修報告 

ウ　その他議長が必要と認めること 

５　会派 

　⑴　会派とは所属議員の２人以上で構成する議員の同志的集合体をいう。 

　⑵　会派を結成したときは、その名称、代表者及び所属議員等を議長（議長・

副議長が選挙されるまでは議会事務局長）に届け出るものとする。また、

この届け出事項に変更があった場合も同様とする。 

　⑶　会派控室の使用は、原則午前８時３０分から午後５時までとし、休日は



 

休館とする。 公民館の開館時間内とする。平日の午後５時１５分以降及び

土日祝日に使用する場合は、事前に議会事務局に届け出る。会派控室は会

派ごとに指定する。 

６　会派代表者会議 

⑴　議長が会派相互の連絡調整を図る必要がある場合に開催する。 

⑵　会派代表者会議は議長が招集し、会派代表者等のほか副議長が出席する。 

７　文書の配付 

議員への配付を求めて議会あてに送付された外部からのあて名のない文書

は、議事及び議案に係る文書のみ配付の対象とし、それ以外の文書の取り扱い

は議長が判断する。 

８　新型コロナウイルス感染症対策 

　⑴　市が行う市民への感染症対策を優先するため、発言通告後に一般質問（代

表・個人）を中止した。（令和２年第１回定例会） 

　⑵　感染症対策として、議場及び委員会室の三密対策を講じた。 

　　ア　本会議及び委員会の傍聴自粛をホームページにおいて市民へ呼びかけ 

た。（令和２年４月） 

　　イ　本会議及び委員会の傍聴者数を半分に減らした。（本会議２０人→ 

１０人、委員会１０人→５人）（令和２年第２回定例会から令和４年第１ 

回定例会まで） 

　　ウ　本会議の執行部の出席者を議案及び一般質問等を所管する部のみとし

た。（市長、副市長、教育長、参事、市長公室及び総務部は除く）（令和

２年第２回定例会から令和４年第１回定例会まで） 

　　エ　本会議（一般質問）に出席する議員数を定足数を下回らない人数に絞

り、入れ替わることとし、退席した議員は正副議長室にて音声のみで傍

聴した。（令和２年第２回定例会） 

　　オ　議長を除く全議員が委員となっている予算決算委員会の場所を委員会

室から議場に変更した。（令和２年第１回臨時会から） 

　⑶　市議会の災害対策行動マニュアルに、感染症対策等について追記した。

（令和２年１０月１９日） 
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（○はスペース） 

 
１　議員からの臨時会招集請求 

※　議員定数の４分の１以上の議員の請求が必要。 
 
 
２　休会日の会議請求 

※ 議員定数の半数以上の議員の請求が必要。 
 

  
○○○長久手市議会臨時会招集請求について 
 
○次の事件を付議するため、長久手市議会臨時会を速やかに招集されるよう、

地方自治法第１０１条第３項の規定により請求します。 
 
○○令和　　年　　月　　日 
 
○長久手市長〇□□□□□〇様 
 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 

記 
会議に付議すべき事件 
○１○ 
○２○

  
○○○長久手市議会休会日の開議請求について 
 
○本日は休会日であるが、次の理由により会議を開くよう地方自治法第１１４条

第１項の規定により請求します。 
 
理○○由 
１○ 
２○ 
 

令和　　年　　月　　日　　 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇



 

３　議員提出議案 

※　地方自治法第１１２条：提出者を含めて議員定数の１２分の１以上の賛成が必

要。 
　　会議規則第１３条第１項：１人以上の賛成者。 
　　会議規則第１３条第２項：提出者及び賛成者の連署が必要。 
※　非該当条項は削除すること。 

別紙（議案及び提案の理由）を付ける。 
 
（別紙　その１） 

※ 提出者を含めて議員定数の１２分の１以上の連署が必要。 
１ページ３０行程度１行３５字を基本とする。 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

提出者○長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 

賛成者○長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 
○○○□□□□□□□について 
 
○議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条（または会議規則第１３条第１

項）の規定により提出します。

 発議第□号（議員提出の場合） 
発委第□号（委員会提出の場合） 
 
○○○□□□□□□□条例の一部を改正する条例について 
 
○□□□□□□□条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 
 
○令和　　　年　　月　　日提出 
 
 
 

提○出○者 
長久手市議会議員〇□□□□□〇 

賛○成○者 
長久手市議会議員〇□□□□□〇 

○○○説○明 
○□□□□□□□



 

（別紙　その２） 
 別紙 

長久手市条例第××号 
○○○長久手市××条例の一部を改正する条例 
△ 
○長久手市××条例（××年長久手市条例第××号）の一部を次のように改正

する。 

【別記１－１】 
改正後 

改正前 

 
改正後 改正前

 ○（××××） 
第１条○××・・・・・・・・・・。 
 
○（×××） 
第２条○（略） 
○（××××） 
第５条○××・・・・・・・・・・ 
○・・・。ただし、・・・・・・・。 
○（××××） 
第７条○（略） 
２○××・・・・・・・・・・・・。 
３○××・・・・・。 
○（××××） 
第９条○××・・・・・。 
○⑴○（略） 
 
○⑵○（略） 
○⑶○（略） 
○（××××） 
第１０条○××・・・・・・。 
別表（第×条関係） 
【別記１－１　参照】 

○（××××） 
第１条○××・・・・・・・・・・ 
○・・・・。 
○（××××） 
第２条○（略） 
○（××××） 
第５条○××・・・・・・・・・・ 
○・・・。 
○（××××） 
第７条○（略） 
 
２○××・・・・・。 
○（××××） 
第９条○××・・・・・。 
○⑴○（略） 
○⑵○××・・・・・・・。 
○⑶○（略） 
○⑷○（略） 
 
 
別表（第×条関係） 
【別記１－１　参照】

 
××× ×××

 ×× 
××

（略） （略） （略）

 ××× ××× ×××
 

×× ×× ××

 （略） （略） （略）



 

 

 

○○○附○則 
○この条例は、××年×月×日から施行する。ただし、第１０条の改正は、公

布の日から施行する。 

 
××× ×××

 ×× 
××

（略） （略） （略）

 ××× ××× ×××
 

（略） （略） （略）



 

４　決議書 

※ １人以上の賛成者（会議規則第１３条第１項）で提出可能。 
提出者及び賛成者は連署（会議規則第１３条第２項）が必要。 
１ページ３０行程度１行３５字を基本とする。 

 
 
（別紙） 

※　１ページ３０行程度１行３５字１２ポイントを基本とする。 
　　横書きとする。 
 
 

  
○○○□□□□□□□に関する決議 
 
○決議案を別紙のとおり提出する。 
 
○○令和　　年　　月　　日提出 
 

提○出○者 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市議会議員〇□□□□□〇 

賛○成○者 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市議会議員〇□□□□□〇 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 
○○○要○旨（提出理由） 
○□□□□□□□ 

  
別紙 
○○○○□□□□□□□に関する決議（案） 
 
○○□□□□□□□ 
○□□□□□□□ 
 
○○以上、決議する。 
○○令和　　年　　月　　日 
 

愛知県長久手市議会○○



 

５　意見書 

※　１人以上の賛成者（会議規則第１３条第１項）で提出可能。 
　　提出者及び賛成者は連署（会議規則第１３条第２項）が必要。 
　　１ページ３０行程度１行３５字１２ポイントを基本とする。 
 
（別紙　その１） 

※ １人以上の賛成者（会議規則第１３条第１項）で提出可能。 
提出者及び賛成者は連署（会議規則第１３条第２項）が必要。 
１ページ３０行程度１行３５字１２ポイントを基本とする。 

  
○○○□□□□□□□に関する意見書の提出について 
 
○首題の事件について、別紙のとおり□□□大臣、□□□大臣に意見書を提出

する。 
 
○○令和　　年　　月　　日提出 

 
提○出○者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市議会議員〇□□□□□〇 
賛○成○者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市議会議員〇□□□□□〇 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 
○○○要○旨（提出理由） 
○□□□□□□□

  
意見書案第□□号 
 
○○○□□□□□□□に関する意見書の提出について 
 
○首題の事件について、別紙のとおり□□□大臣、□□□大臣に意見書を提出す

る。 
 
○令和　　年　　月　　日提出 
 

提○出○者 
長久手市議会議員〇□□□□□〇 

賛○成○者 
長久手市議会議員〇□□□□□〇 

○○○要○旨（提出理由） 
○□□□□□□□



 

（別紙　その２） 

※　１ページ３０行程度１行３５字１２ポイントを基本とする。 
　　横書きとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別紙 
○○○○□□□□□□□に関する意見書 
 
○○□□□□□□□ 
○□□□□□□□ 
 
 
○○以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
 
○○○令和　　年　　月　　日 

愛知県長久手市議会○○ 
提出先 
○□□□大臣 
○□□□大臣



 

６　修正の動議　（地方自治法第１１５条の３の規定による場合） 

※　議員定数の１２分の１以上の連署が必要。 
 
 
 
（別紙） 

  
修　　　正　　　案 

 
○議案第□号□□□□□□□に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第　

１１５条の３の規定により提出します。 
 
○○令和　　年　　月　　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 
 

発　議　者　長久手市議会議員〇□□□□□〇 
長久手市議会議員〇□□□□□〇 

 

  
修正案第□号 
 
○○○議案第□□号□□□□□□□に対する修正案○○○ 
 
○議案第□□号□□□□□□□に対する修正案を下記のとおり、地方自治法第　

１１５条の３の規定により提出します。 
 

記 
 
○第□条中「□□□」を「□□□」に改める。 
○別表本文中「□□□□□□」を削る。 
 
○○令和　　年　　月　　日提出 
 

　　　　　　　 
発　議　者○長久手市議会議員○□□□□□○ 

長久手市議会議員○□□□□□○ 
 



 

（地方自治法第１１５条の３の規定以外の場合） 

※　１人以上の者の連署が必要。 
 
 
 
（別紙） 

 
 
 

  
修　　　正　　　案 

 
○議案第□号□□□□□□□□に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第１

６条の規定により提出します。 
 
○○令和　　年　　月　　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

提　出　者　長久手市議会議員〇□□□□□〇 

  
修正案第□号 
 
○○○議案第□号□□□□□□□□□□に対する修正案○○○ 
 
○議案第□号□□□□□□□□□□に対する修正案を下記のとおり、会議規則第

１６条の規定により提出します。 
 

記 
 
○要旨（提出説明）中「□□□」を「□□□」に改める。 
○別表本文中「□□□□□」を削る。 
 
○○令和　　年　　月　　日提出 
 

提　出　者○長久手市議会議員○□□□□□○ 



 

（委員会における委員の修正案の提出） 

 
（委員会による修正の場合） 

※　委員長報告として本会議で議題とする。 
 
（別紙　その１） 

  
修　　　正　　　案 

 
○議案第□号□□□□□□□□に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第　

６７条の規定により提出します。 
 
○○令和　　年　　月　　日 
 
○□□委員会委員長〇□□□□□〇様 
 

提　出　者　□□委員会委員○□□□□□○　

  
修　　　正　　　案 

 
○議案第□号□□□□□□□□□□に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第

１６条の規定により提出します。 
 
○○令和　　年　　月　　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

提　出　者　□□委員会委員長○□□□□□○ 

  
修正案第□号 
 
○○○議案第□□号□□□□□□□□□会計補正予算（第□号）に対する○○○

□□委員会修正案 
 
○議案第□□号□□□□□□□□会計補正予算（第□号）に対する□□委員会修

正案を別紙のとおり、会議規則第１６条の規定により提出します。 
 
○○令和　　年　　月　　日提出 
 

□□委員会委員長○□□□□□○



 

（別紙　その２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
別紙 
 
○○○議案第□□号□□□□□□□□□会計補正予算（第□号）に対する○○○

修正案 
○議案第□□号□□□□□□□□会計補正予算（第□号）の一部を次のように修

正する。 
○第１条中「□□□千円」を「□□□千円」に改める。 
○第１表歳入歳出予算の一部を次のように改める。 
○（歳○入） 

単位：千円 

○（歳○出） 
単位：千円 

 
款 項 修正金額 原案金額

修正金額
 増 減
 

 
歳入合計

 
款 項 修正金額 原案金額

修正金額
 増 減
 

 
歳出合計



 

７　議員提出議案の撤回請求 

※ 撤回の請求は議案の提出者から請求する。 
 
 
８　議員提出議案の訂正請求 

 
 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 
 

提出者○長久手市議会議員○□□□□□○ 
 
○○○議案の撤回について（請求） 
 
○先に提出した下記の議案を撤回したいので会議規則第１８条の規定により請

求します。 
記 

１○議案名 
○○発議第□号□□□□□□□ 
 
２○理由 
○○□□□□□□□□

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 
 

提出者○長久手市議会議員○□□□□□○ 
 
○○○議案の訂正について（請求） 
 
○先に提出した下記の議案について訂正したいので会議規則第１８条の規定に

より請求します。 
記 

１○議案名 
○○発議第□号□□□□□□□ 
 
２○訂正の内容 
○○□□□□□□□□



 

９　当選告知書 

 
 
 

１０　当選承諾書 

※　返送された後、お礼文を出す。 
 
 
 
 
 
 
 

  
□長議第□□□号 
令和　年　月　日 

 
○当選人〇□□□□□〇様 
 
 

長久手市議会議長○□□□□□㊞　　　 
 
○○○当選告知について 
 
○令和　年　月　日の長久手市議会で行った□□□□の選挙において、貴殿が

委員に当選されたので告知いたします。 
○なお、当選承諾のうえは別紙当選承諾書に記名押印のうえ、折り返し提出願

います。 

  
当選承諾書 

 
○令和□□年□□月□□日の議会で行われた□□□□選挙による当選を承諾し

ます。 
 
○○令和　　年　　月　　日 
 
○○○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 
 

当選人○□□□□□㊞　　　



 

１１-１　発言通告書（代表質問） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 

一 般 質 問 ＜ 代 表 ＞ 発 言 通 告 書 
 

令和　　年　　月　　日 
 

長久手市議会議長　殿 
 

会派名　　　　　　　　　　 
 

長久手市議会議員○□□□□□○ 
　 
 
会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。 

 

 

 
受
付

代 表 質 問　　 　第　　号 
令和　年　月　日　　    時　 分

 
　質 問 事 項 及 び 要 旨 　備考

 

１

□□□について 
⑴○□□□□□□□□□□□□□□□ 
⑵○□□□□□□□□□□□□□□□

 

２

□□□について 
⑴○□□□□□□□□□□□□□□□ 
○ア○□□□□□□□□□□□□□□□ 
○イ○□□□□□□□□□□□□□□□

 

３

□□□について 
○□□□□□□□□□□□□□□□ 



 

１１-２　発言通告書（個人質問） 

　 

 
 

一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書 
 

令和　　年　　月　　日 
長久手市議会議長　殿 

 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

　 
 
会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。 

 

 

 

 

 

 
受
付

個 人 質 問　 　 第　　号 
令和  年　月　日　　　時 　 分

 
　質 問 事 項 及 び 要 旨 　備考

 

１

□□□について 
⑴○□□□□□□□□□□□□□□□ 
⑵○□□□□□□□□□□□□□□□

 

２

□□□について 
⑴○□□□□□□□□□□□□□□□ 
○ア○□□□□□□□□□□□□□□□ 
○イ○□□□□□□□□□□□□□□□

 

３

□□□について 
○□□□□□□□□□□□□□□□ 



 

１２　所管事務調査通知書 

 
 
１３　派遣承認要求書 

 所 管 事 務 調 査 通 知 書 
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

□□委員会委員長○□□□□□○ 
 
○本委員会は、下記により所管事務について調査することに決定したので、会

議規則第７０条の規定により通知します。 
記 

１○事項 
○○ 
２○目的 
○○ 
３○方法 
○○ 
４○期間 
○○　　

 派 遣 承 認 要 求 書 
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

□□委員会委員長○□□□□□○ 
 
○本委員会は、下記により委員を派遣することに決定したから、承認されるよ

う会議規則第７１条の規定により要求します。 
記 

１○日時 
○○ 
２○場所 
○○ 
３○目的 
○○ 
４○経費 
○○ 
５○派遣委員の氏名 
○○



 

１４　閉会中の継続審査申出書 

 
 
１５　少数意見の報告書 

※ 委員長を経由して提出すること。 
 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

□□委員会委員長○□□□□□○ 
 

○○○閉会中の継続審査の申し出について 

 

○本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定

したので、会議規則第７２条の規定により申し出ます。 

 
記 

 
１　事件名 
 
２　理由 

  
少 数 意 見 報 告 書 

 
○令和　年　月　日□□委員会において留保した少数意見を、下記のとおり会

議規則第７３条第２項の規定により報告します。 
 
○○令和　　年　　月　　日 

 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

□□委員会委員○□□□□□○　

賛　　成　　者○□□□□□○ 

 
記 

 
１　件　名 
 
２　意見の要旨 



 

１６　請願書 

※ 紹介議員が２名以上の場合は連署すること。 
※ 請願者及び紹介議員の代表者を明記すること。 
 
１７　請願の取下申出書 

  
○○○□□□□□□□□に関する請願書 

令和　　年　　月　　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
請 願 者（代表）住　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  氏　名（署名又は記名押印） 

他　　名 

紹介議員（代表）長久手市議会議員 

（署名又は記名押印） 

長久手市議会議員 

（署名又は記名押印）　　 

１　請願趣旨 
２　請願事項　　（箇条書きで列記のこと） 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
請 願 者(代表)住　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  氏　名（署名又は記名押印） 

紹介議員(代表) 

長久手市議会議員　（署名又は記名押印） 

 
○○○請願書の取下申出書 
 
○先に提出した請願は、下記により取り下げますから、お取り計らいくださる

ようお願いします。 
 

記 
 
１　請願名 
　　□□□□□□□□に関する請願書 
２　請願年月日 
　　令和　　年　　月　　日 



 

１８　請願の紹介議員の取消申出書 

 
 
 
 
１９　秘密会審議に関する動議 

※　議員３人以上の発議が必要。 
 
 
 
 
 
 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
（紹介議員） 

長久手市議会議員○□□□□□○ 

 
○○○請願の紹介取消申出書 
 
○令和　年　月　日付けで提出した下記の請願の紹介を取り消したいので、ご

承認願います。 
 

記 
 
１　請願名

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

長久手市議会議員○□□□□□○ 

長久手市議会議員○□□□□□○ 
 
○○○秘密会審議に関する動議について 
 
○議案第□号（□□□□の件）について、秘密会を開いて審議するよう、地方

自治法第１１５条第１項の規定により、動議を提出します。 



 

２０　懲罰動議 

※　議員定数の８分の１以上の者の連署が必要 
※　懲罰は、その事犯のあった日から起算して３日以内に提出しないと時効と

なる。 
 
 
２１　処分要求書 

※　侮辱を受けた議員の相手方は、議員に限られる。 
 
 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
長久手市議会議員〇□□□□□〇 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長久手市議会議員　□□□□□〇 

長久手市議会議員　□□□□□〇 
 
○○○□□□□議員に対する懲罰の動議について 
 
○動議を下記の理由により地方自治法第１３５条第２項及び会議規則第１０６

条の規定により提出します。 
記 

１　理　由 

  
令和　　年　　月　　日 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
　　　　　長久手市議会議員〇□□□□□㊞ 

 
○令和　　年　月　日の本会議（委員会）において、下記のとおり侮辱を受け

たので、地方自治法第１３３条の規定により処分を要求します。 
記 

１　侮辱を与えた者の職氏名 
長久手市議会議員〇□□□□□ 

２　侮辱を受けた日時・場所 
　⑴　日　時　令和　年　月　日(　)　　　時　　分 
　⑵　場　所　（例：長久手市議会議場にて開会の本会議中） 
３　要求の理由 



 

２２　議員の被選挙権の資格決定要求書 

 
２３　資格決定 

 
２４　資格決定書 

 令和　　年　　月　　日　 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

提　出　者 
　　　　　長久手市議会議員〇□□□□□㊞ 

 
○下記の議員の資格の有無を議会において決定されるよう理由をつけ、別紙証

拠書類を添え、会議規則第９５条の規定により要求します。 
記 

１　議員氏名 
長久手市議会議員〇□□□□□ 

２　理　由 
３　証拠書類 
　　別添のとおり

 □□長議第□□号 
令和　年　月　日　 

○要求議員〇〇□□□□□〇様 
○被要求議員〇□□□□□〇様 

　　　　　 

長久手市議会議長〇□□□□□㊞ 

○○○資格決定書の交付について 
 
○令和　年　月　日□□議員から提出された資格決定要求書に基づく□□議員

の被選挙権の有無については、別紙資格決定通知書のとおり決定したので、地

方自治法第１２７条第４項において準用する第１１８条第６項の規定により交

付します。

 資　　格　　決　　定　　書 
 

資格の決定を求めた議員〇□□□□□〇 
資格の決定を求められた議員〇□□□□□〇 

 
○□□□□議員の被選挙権の有無については、下記のとおり決定する。 

記 
１　被選挙権を有する（有しない） 
２　理　由 
○○令和　　年　月　日 

長　久　手　市　議　会 



 

２５　事務検査に関する動議 

※ １人以上の賛成者が必要。 
 
 
２６　事務検査請求書 

 令和　　年　　月　　日　 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

提　出　者 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

賛　成　者 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

○○○事務検査に関する動議 
 
○地方自治法第９８条第１項の規定により、下記のとおり事務検査を行うもの

とする。 
記 

１　検査事項 
　⑴　□□□□に関する事項 
２　検査の方法 
⑴　関係書類及び□□の提出を求める。 
⑵　検査は□□委員会に付託して行う。 

（検査は委員□人からなる□□特別委員会を設置し、これに付託して行う。） 

⑶　この検査は、議会の閉会中もなお継続して、これを行うことができる。 
３　理　由 

 □□長議第□□号　 
令和　年　月　日　 

○（執行機関）　様 
長久手市議会議長〇□□□□□㊞ 

○○○事務の検査について 
 
○令和□年第□回長久手市議会定例会(臨時会)　　月　日の会議において、下

記の事項について地方自治法第９８条第１項の規定により事務の検査を行うこ

と議決したので、　月　日までに関係書類及び計算書(並びに報告書)の提出を

求めます。 
記 

１　検査事項 
⑴　□□□□に関する事項 

２　提出書類及び計算書（並びに報告書） 
　⑴ 



 

２７　監査請求に関する動議 

※　１人以上の賛成者が必要。 
 
 
２８　監査及び結果報告請求書 

 
 
 
 
 
 

 令和　年　月　日　 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

提　出　者 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

賛　成　者 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

○○○監査請求に関する動議 
 
○地方自治法第９８条第２項の規定により、下記のとおり監査委員に対し監査

を求め、その結果の報告を請求するものとする。 
記 

１　監査を求める事項 
⑴○□□□□に関する事項 

２　監査結果の報告期限 
　　令和　年　月　日 
３　理　由

 □□長議第□□号　 
令和　年　月　日　 

○長久手市監査委員 
□□□□□〇様 

長久手市議会議長〇□□□□□㊞ 
○○○監査及び結果報告について 
 
○令和□年第□回長久手市議会定例会(臨時会)　　月　日の会議において、下

記の事項について地方自治法第９８条第２項の規定により監査を求めその結果

について報告を請求することを議決したので、　月　日までに報告されるよう

請求します。 
記 

１　監査事項 
⑴○□□□□に関する事項 



 

２９　事務調査に関する動議 

※ １人以上の賛成者が必要。 
 
 
３０　委員会招集請求書 

※ 委員定数の半数以上の者の請求が必要 

 令和　年　月　日　 
 

○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

提　出　者 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

賛　成　者 
長久手市議会議員○□□□□□○ 

○○○調査に関する動議 
 
○地方自治法第１００条第１項の規定により、下記のとおり□□□に関する調

査を行うものとする。 
 

記 
 
１　調査の方法 
　　本会議は、委員□名をもって構成する□□調査特別委員会を設置し、次の 
事項の調査を付託する。 
⑴○□□□□に関する事項 

２　調査の経費 
　　□□万円以内とする。 
３　調査の期限 
　　調査が終了するまで、議会の閉会中もなお、調査を行うことができる。 
４　調査を行う理由 

 委 員 会 招 集 請 求 
 
○下記事件について委員会を招集されるよう、委員会に関する条例第１２条第

２項の規定により請求します。 
　　 
○令和　年　月　日 
　　 
○□□委員会委員長〇□□□□□〇様 

□□委員会委員○□□□□□○ 
記 

１　事件名 



 

３１－１　議員及び正副議長の辞職願 

 
 
３１－２　委員の辞任願 

 
 
３２－１　辞職許可通知（開会中の場合） 

 
 
 
 

 辞　　　職　　　願 
 
○今般、□□□により議員（議長、副議長）を令和　年　月　日付けをもって

辞職したいので、許可されるようお願いします。 
 
○令和　年　月　日 
 
○長久手市議会議長（副議長）〇□□□□□〇様 

 
長久手市議会議員（議長、副議長）〇□□□□□㊞

 辞　　　任　　　願 
 
○今般、□□□により□□□委員を令和　年　月　日付けをもって辞任したい

ので、許可されるようお願いします。 
 
○令和　年　月　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
長久手市議会議員〇□□□□□㊞

 □□長議第□□号 
令和　年　月　日　 

 
○□□□□□○様 
 

長久手市議会議長（副議長）〇□□□□□㊞ 
 
○○○議員（議長、副議長）辞職許可について（通知） 
 
○令和　年　月　日付けで提出された議員（議長、副議長）辞職願は、令和　年　

月　日の議会において許可することに決定したので通知します。



 

３２－２　辞任許可通知（開会中の場合） 

 
 
３３－１　辞職許可通知（閉会中の場合） 

 
 
３３－２　辞任許可通知（閉会中の場合） 

 
 
 

 □□長議第□□号 
令和　年　月　日　 

 
○□□□□□○様 
 

長久手市議会議長（副議長）〇□□□□□㊞ 
 
○○○□□□委員辞任許可について（通知） 
 
○令和　年　月　日付けで提出された□□□委員辞任願は、令和　年　月　日

の議会において許可することに決定したので通知します。

 □□長議第□□号 
令和　年　月　日　 

 
○□□□□□○様 
 

長久手市議会議長（副議長）〇□□□□□㊞ 
 
○○○議員（議長、副議長）辞職許可について（通知） 
 
○令和　年　月　日付けで提出された議員（議長、副議長）辞職願は、令和　年　

月　日許可したので通知します。

 □□長議第□□号 
令和　年　月　日　 

 
○□□□□□○様 
 

長久手市議会議長（副議長）〇□□□□□㊞ 
 
○○○□□□委員辞任許可について（通知） 
 
○令和　年　月　日付けで提出された□□□委員辞職願は、令和　年　月　日

許可したので通知します。



 

３４　議員辞職による選管通知 

 
 
３５　議会の欠席、遅刻、早退届 

※　会議規則第２条第２項の規定により、出産のため出席できないときは、日

数を定めて欠席届を提出できる。 
 

 □□長議第□□号 
令和　年　月　日　 

○長久手市選挙管理委員会 
○委員長〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議長〇□□□□□㊞ 
 
○○○議員欠員通知書 
 
○本議会の議員中、下記のとおり欠員を生じたので公職選挙法第１１１条第１

項第３号の規定により通知します。 
 

記　 
１　欠員議員 
　　住所 
　　氏名 
２　欠員を生じた日 
　　令和　年　月　日 
３　欠員を生じた理由 
　　議員辞職（死亡）による

 令和　年　月　日　 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員○□□□□□○ 
 
○○○欠席届・遅刻届・早退届 
 
○令和　　　年第　　回長久手市議会（定例会・臨時会）には、下記のとおり

（欠席・遅刻・早退）いたします。 
 

記　 
１　期日 
　　令和　　年　月　日（から令和　　年　月　日まで） 
２　理由 



 

３６　委員会の欠席、遅刻、早退届 

※　会議規則第６３条の２第２項の規定により、出産のため出席できないとき

は、日数を定めて欠席届を提出できる。 
 
 
３７　会派結成届 

 
 
 
 

 令和　年　月　日　 
○長久手市議会□□委員会 
○委員長〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会□□委員会 
委員○□□□□□○ 

○○○欠席届・遅刻届・早退届 
 
○□□委員会には、下記のとおり（欠席・遅刻・早退）いたします。 
 

記　 
１　期日 
　　令和　年　月　日（から令和　年　月　日まで） 
２　理由 

 会　　派　　結　　成　　届 
 
○下記のとおり、会派を結成いたしましたので届けます。 
 
○○令和　年　月　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
 

会派代表者○□□□□□○ 
 

記 
１　会派名 
 
２　会員名 
 
３　結成年月日 
 



 

３８　会派異動届 

 
 
３９　通称名の使用申出書 

 会　　派　　異　　動　　届 
 
○下記のとおり、会派に異動が生じましたので届けます。 
 
○○令和　　年　月　日 
 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会派名） 
 

代表者○□□□□□○ 
 

記 
１　異動の内容 
 
２　異動年月日 

 通 称 名 使 用 の 申 出 書 
 

 
○長久手市議会議長〇□□□□□〇様 

 
令和　　年　　月　　日 

長久手市議会議員○□□□□□○ 
 

○下記のとおり、通称名を使用したいので、申し出ます。 
記 

 

 
※ 但し、市議会関係以外については、基本的に戸籍名を使用いたします。

 ふりがな
 

戸籍名

 ふりがな
 

通称名



議案等資料の公開（配付）時期

公開 ｍｏｒｅＮＯＴＥ
オンライン傍聴対応
（ホームページ）

議案の概要 ×
提出する議運当日
 開始1時間半前（8:30）

-

請願
本会議・委員会 各前日
17:15までに市議会ＨＰへ
＊個人情報を消す

陳情
委員会 前日
17:15までに市議会ＨＰへ
＊個人情報を消す

意見書案

議員発のもの
 →提出する議運当日
  開始１時間半前（8:30）
請願採択から切り替わるもの
 →上程する本会議当日
  開始１時間半前（8:30）

議員発のもの
 →本会議・委員会 各前日
  17:15までに市議会ＨＰへ

請願採択から切り替わるもの
       －

諸般の報告
（定例監査結果など）

×
１回目の議運当日
 開始1時間半前（8:30）

-

一般質問通告書 ※
２回目の議運当日
 開始1時間半前（8:30)

２回目議運で確定後、
市議会ＨＰへ
（従前通り議会日程のページ）

議事日程

諸般の報告
（説明員一覧など）

付託表

一般質問の補助資料

審査順

執行部からの補助資料ほか

全員打合せ会
説明資料 ×

当日 開始１時間半前
（開始時間不明の場合は
 8:30）

-

 ⬆「市議会ＨＰ」
  オンライン傍聴用資料ページ

※ 通告受付後、順次 desknet'sNEO「文書管理」にアップ

資 料

議案
提出する議運当日
 開始1時間半前（8:30）

提出する議運当日
 開始と同時（10:00）
 市ＨＰ更新
 市議会ＨＰにリンク貼る
 （↑従前通り議会日程のページ）

２回目の議運当日
 開始1時間半前（8:30）

本会議
当日配付資料

当日 開始１時間半前
（8:30または8:00）

前日 17:15までに
市議会ＨＰへ

委員会資料

２日前～前日17:15まで
２日前～前日 17:15までに
市議会ＨＰへ

議案類



政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針 

 
施行：平成２３年４月　１日 
改正：平成２４年１月　４日 
改正：平成２５年４月　１日 
改正：令和　３年４月　１日 
改正：令和　７年４月　１日 
改正：令和　８年４月　１日 

 
　この運用指針は、長久手市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第８号）

及び長久手市議会政務活動費の交付に関する規則（平成１３年規則第５号）に基づき、政

務活動費を充てることができる経費の範囲を明らかにし、議員の政務活動費に関する事務

等の円滑かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものである。 
　政務調査費の使途に関する申し合わせ事項（平成１３年４月１日施行、平成２０年３月

２１日改正）は廃止し、政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針で明示す

る。 
　なお、平成２２年度分の報告までは従前の取り扱いとする。 
 
○政務活動費執行にあたっての原則 
　政務活動費の執行にあたっては、次に掲げる項目に留意のうえ、議員が各々の責任にお

いて適切に取り扱うものとする。 
①　政務活動（市政に関する調査研究その他の活動）の目的にふさわしいこと 
②　政務活動の必要性があること 
③　政務活動に要した金額や態様に妥当性があること 
④　適正な手続きがなされていること 
⑤　支出についての明確な説明ができること 

 

○透明性の確保（第１１条） 
　政務活動費の執行については次のとおり公表し、透明性の確保に努める。 
　なお、公表は平成２５年４月１日以降に提出されたものを対象とする。ただし、平成２４

年度分の行政視察報告書及び研修報告書は除く。 
 
①　市議会ホームページ 
ア　執行状況の一覧（氏名、交付額、支出額、返納額） 
イ　行政視察報告書（調査研究費を支出した場合） 
ウ　研修報告書（研修費を支出した場合） 

②　行政情報コーナー 
ア　執行状況の一覧（氏名、交付額、支出額、返納額） 
イ　収支報告書一式（領収書の写等の添付書類含） 
ウ　行政視察報告書（調査研究費を支出した場合） 
エ　研修報告書（研修費を支出した場合） 

③　議会図書室 
ア　執行状況の一覧（氏名、交付額、支出額、返納額） 
イ　収支報告書一式（領収書の写等の添付書類含） 



ウ　行政視察報告書（調査研究費を支出した場合） 
エ　研修報告書（研修費を支出した場合） 

 
○政務活動費を充てることができる経費 
議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、次の運用指針に則り政務活動

費を支出することができる。 

 

 長久手市議会政務活動費の交付に関する条例（抜粋） 

（趣旨） 

第１条　この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 100 条第 14 項から第 16 項ま

での規定に基づき、長久手市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、議会における議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項

を定めるものとする。 

（交付対象） 

第２条　政務活動費は、長久手市議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対し交

付する。 

（交付額） 

第３条　議員に係る政務活動費は、年額 12 15 万円（以下「年額」という。）とする。た

だし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる額とする。 

（交付申請） 

第４条　政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4 月 10 日までに政務活動費

交付申請書を市長に提出しなければならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第７条　政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴等市政の課題及び市民の

意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に

要する経費とする。 

２　議員は、政務活動費を別表に定める範囲において使用しなければならない。 

（収支報告書） 

第８条　議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告

書」という。）を、年度終了日の翌日から起算して 20 日以内に議長に提出しなければな

らない。 

（政務活動費の返還） 

第９条　議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度におい

て行った政務活動費による支出（第７条第２項に規定する別表に基づく支出をいう。）

の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する政務活動費を返還しなけ

ればならない。 

（収支報告書の保存及び閲覧） 

第１０条　第８条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、

提出すべき期間の末日の翌日から起算して 5 年を経過する日まで保存しなければならな

い。 

２　何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。 

（透明性の確保） 

第１１条　議長は、第８条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査

を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるもの

とする。



別表(第７条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項目 内容
 調査研究費 議員が行う市の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に

要する経費（調査委託費、旅費等）
 研修費 団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費（参

加費、旅費等）
 会議費 議員が行う市政に関する住民の要望及び意見を聴取するための各種会

議に要する経費（会場費、機材借り上げ費、資料印刷費等）
 資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費 （印刷製本

費等）
 資料購入費 議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

（書籍購入費、新聞雑誌購読料等）
 広報費 議員が行う議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要する経費

（広報紙、報告書等印刷費、送料、新聞折り込み費等）



 

政務活動費様式一覧表 

 

長久手市議会政務活動費の交付に関する規則の様式 

・　第１号様式（第２条関係）　政務活動費交付申請書 

・　第２号様式（第３条関係）　政務活動費交付決定通知書 

・　第３号様式（第４条関係）　政務活動費交付請求書 

・　第４号様式（第５条関係）　政務活動費返還届 

・　第５号様式（第６条関係）　政務活動費に係る収支報告について 

　　　　　　　　別紙　政務活動費収支報告書 

　　　　　　　　政務活動費帳簿（第６条関係） 

・　第６号様式（第６条関係）　政務活動費収支報告書（写）の送付について 

 

政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針の様式 

・　様式第１号　　　　　　　　行政視察届（調査研究費） 

・　様式第２号　　　　　　　　行政視察報告書（調査研究費） 

・　様式第３号　　　　　　　　研修報告書（研修費） 

・　様式第４号　　　　　　　　ガソリン代支出記録（行政視察・研修） 

・　様式第４号別添１　　　　　ルート表 

・　様式第４号別添２　　　　　ガソリン代領収書添付書（行政視察・研修） 



 

 

 

  
　　令和　　年　　月　　日 

 
 
長久手市長 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 

政　務　活　動　費　交　付　申　請　書 
 
　長久手市議会政務活動費の交付に関する条例第４条の規定により、下記のと

おり申請します。 
 
記 

 
交付申請額（令和□□年度分）　１５０,０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
令和　　年　　月　　日 

 
 
長久手市議会議員 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市長〇□□□□□○印  
 

　　　　　　　　　令和□□年度政務活動費交付決定通知書 
　 
長久手市議会政務活動費の交付に関する条例第５条の規定により、下記のと

おり政務活動費を決定したので、通知します。 
 
記 

 
金１５０,０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
　　令和　　年　　月　　日 

 
長久手市長 

　〇□□□□□〇様 
住所〇□□□□□□□□□□ 

 
長久手市議会議員〇□□□□□○印  

 
 

　　　　　　　　　令和□□年度政務活動費交付請求書 
　 
長久手市議会政務活動費の交付に関する条例第６条第１項の規定により、下

記のとおり政務活動費を請求します。 
 
記 

 
１　請求金額 
金１５０,０００円 

 
 

 
２　振込み先 
　　金融機関名　□□□銀行　□□□支店 
 
 
　　口座番号　　普通　　□□□□□□□ 
 
 
　　フ リ ガ ナ　　□□□ □□□□ 
　　口座名義人　 □□　□□□ 
 
 



 

  
　　令和　　年　　月　　日 

 
 
長久手市長 

　〇□□□□□〇様 
  

氏名〇□□□□□○印  
 

令和□□年度政務活動費返還届 
 
　 
令和□□年□□月□□日付けにて交付決定された政務活動費を下記のとおり

返還します。 
 

記 
１　当初交付決定額 
　　金１５０,０００円 

 
２　返還額 
　　金□□□，□□□円 
 
３　変更の理由 
　　□□□□□□□□□□のため 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
　　令和　　年　　月　　日 

 
 
長久手市議会議長 

　〇□□□□□〇様 
  

長久手市議会議員〇□□□□□○印  
 

　　　　　　　令和□□年度政務活動費に係る収支報告について 
 
　 
長久手市議会政務活動費の交付に関する条例第８条第１項（第２項）の規定

により、別紙のとおり令和□□年度政務活動費収支報告書を提出します。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（注）内容欄には、主たる支出の内訳を記載し、使途明細を記した帳簿及び領収書の写し

を添付すること。 

  
　　　　令和□□年度政務活動費収支報告書 

 
長久手市議会議員 
 

　　□□□□□　　　 
１　収入 
　　政務活動費　　１５０,０００円 
 
２　支出 
 

 
３　残金　　　□□，□□□　　　円 

 
科　　　目 支　　出　　額 内　　　　　容

 
調査研究費 □□，□□□円 □□□□□

 
研　修　費

 

会　議　費

 

資料作成費

 
資料購入費

 

広　報　費

 
合　　　計 □□，□□□円



 

令和　□□ 年 度 政 務 活 動 費 帳 簿 

単位：円 

 

 
年　月　日 科　　目 金　　　額 内　　　　容

 
令和□年□月□日 □□□費 □，□□□ □□□□□

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日

 
年　月　日



 

 

  
　　令和　　年　　月　　日 

 
 
長久手市長 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議長〇□□□□□○印  
 

　　　　　政務活動費収支報告書（写）の送付について 
 
　 
長久手市議会政務活動費の交付に関する条例第８条第３項の規定により、別

紙令和□□年度政務活動費収支報告書の写しを送付します。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

様式第１号 
 
 

行政視察届（調査研究費） 
 

令和　　年　　月　　日 
 
長久手市議会議長 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 
　 
　政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針により次のとおり届

け出ます。 

※行政視察を実施しようとする際には実施日の２週間前までに行程表を添付し

て議長に提出するものとする。 
※調査研究前後の研修については対象とできる。ただし、セミナー、フォーラ

ム等研修会への参加費は、「研修費」の科目で整理する。 

 

年　月　日
　令和□□年□□月□□日（□）から 
　令和□□年□□月□□日（□）までの　□□日間

 

視　察　先
　□□□□□ 
（行程表は別表のとおり）

 

目　　　的

 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

 

備　　　考



 

様式第２号 
 
 

行政視察報告書（調査研究費） 
 

令和　　年　　月　　日 
 
長久手市議会議長 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 
　 
　政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針により次のとおり届

け出ます。 

※行政視察を実施した後は議長に１カ月以内に提出するものとする。ただし、

１カ月以内が翌年度の４月２０日を経過する場合は２０日までとする。 

 

年　月　日
令和□□年□□月□□日（□）から 

　令和□□年□□月□□日（□）までの　□□日間

 

視　察　先
□□□□□ 
（行程表は別表のとおり）

 

成　　　果

 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

 

経　　　費

　金□□,□□□円（政務活動費対象経費） 
 
　金□□,□□□円（全体経費） 
 
（明細は別添のとおり）

 

提 出 資 料

　○視察先資料 
　○領収書の写し 
　○ガソリン代支出記録、ルート表、ガソリン代領収書添付　　　

書（車で行った場合に限る。）



 

様式第３号 
 
 

研修報告書（研修費） 
 

令和　　年　　月　　日 
 
長久手市議会議長 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 
　 
　政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針により次のとおり届

け出ます。 

※研修を実施した後は議長に１カ月以内に提出するものとする。ただし、１カ

月以内が翌年度の４月２０日を経過する場合は２０日までとする。 
※研修前後の調査研究については対象とできる。ただし、その場合は実施日の

２週間前までに別紙様式第１号の「行政視察届（調査研究費）」に行程表を添

付して議長に提出する。また、調査研究にかかる費用は、「調査研究費」の科

目で整理する。 

 

年　月　日
令和□□年□□月□□日（□）から 
令和□□年□□月□□日（□）までの　□□日間

 

研　修　先
□□□□□ 

　（行程表は別表のとおり）

 

成　　　果

 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

 

経　　　費

　金□□,□□□円（政務活動費対象経費） 
 
　金□□,□□□円（全体経費） 
 
（明細は別添のとおり）

 

提 出 資 料

　○研修先資料 
　○領収書の写し 
　○ガソリン代支出記録、ルート表、ガソリン代領収書添付　

　　書（車で行った場合に限る。）



 

様式第４号 
 
 

ガソリン代支出記録（行政視察・研修） 
 

令和　　年　　月　　日 
 
長久手市議会議長 

　〇□□□□□〇様 
 

長久手市議会議員〇□□□□□〇 
 
　 
政務活動費を充てることができる経費の範囲の運用指針により次のとおり届

け出ます。 
 

※車を使用した場合に記載すること。 
※別添としてルート表及びガソリン代領収書添付書を添付すること。 

 

視 察 ・ 研 修 先 □□□□□

 
全体走行距離 
（ｋｍ）

□□，□□ｋｍ

 
ガソリン使用量 

（ℓ）
□□，□ℓ

 
ガソリン代 
（円）

□，□□□円

 
種　　　　　　別 自家用車　　　・　　　レンタカー

 
車　　　　　　名 □□□□□



 

 
□□□□□

 
□□□ I.C.

 
□□□ I.C. 

 
□□□□□

様式第４号　別添１ 
 

ルート表 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※車を使用した場合に記載すること。 
※□内には目的地、主な経由地、高速道路インターチェンジ名を記載すること。 

 

年月日
　令和□□年□□月□□日（□）から 
　令和□□年□□月□□日（□）までの　□□日間

 
種 別 自家用車・レンタカー

 有料道路代 
（　□□□ I.C. ）　　　　　　　　　（　□□□ I.C. ）　　 □，□□□ 円　　　　　

（　　　　　　　）　　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　　　円 
（　　　　　　　）　　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　　　円 
（　　　　　　　）　　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　　　円 

合計　　　　　　　　円



 

様式第４号　別添２ 
 

ガソリン代領収書添付書（行政視察・研修） 
 
※行政視察又は研修に行く最初と最後に、必ずガソリンを容量の限度まで入れ

て、その領収書の写しを張ること。 
 
【領収書】（最初） 

 
【領収書】（最後） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



長久手市議会弔慰に関する基準 最終改正　令和８年４月１日改正

会葬通知 会葬通知 会葬通知

供花 一　対 供花 一　基 供花 一　基

香料 2万円 香料 1万円 香料 5千円

供花 一　対

香料 1万円

香料 5千円 議 長

議　　長

所属議員

供花 一　対 供花 一　基 供花 一　基

香料 2万円 香料 1万円 香料 5千円

退 職 者

〈 → 備 考 欄 〉

供花 一　基 供花 一　基

香料 5千円 香料 5千円

供花 一　基

香料 1万円

監査委員　教育委員　公平委員

農業委員　選挙管理委員
固定資産評価審査委員

香料 1万円 議 長

特記事項

１　訃報に際しては、この基準に定める範囲の弔慰に議長交際費をあてることができる。

２　二つ以上の区分に該当する場合は、併贈呈はしない。

３　現職者・退職者の区分のないものは、現職者を対象とする。

４　上記の定めにないものは、その都度議長が判断する。

５　弔慰及び会葬通知辞退の申し出がある場合は、それを尊重する。

本 人 配 偶 者
直 系 血 族 一 親 等
又 は 同 居 の 養 父 母

贈 呈 贈 呈 贈 呈

尾 三 11 市 議 会 の 議 長

市 立 学 校 長

名 誉 市 民

市 の 付 属 機 関 の 委 員

市の関係団体の 体 表代表者

議 員 が所 属 す る一 部 事 務 組 合
構 成 市 町 の長 及 び 副 市 ( 町 ) 長

区 分 備 考

現 職 者
議員全員ほか
〈→備考欄〉

議員全員 議員全員
議長会/県・東海・全国　
尾三11市議会　
県市町村課(議長のみ）

退 職 者
議員全員

議 員 が 所 属 す る
一 部 事 務 組 合 議 会 の 議 員

香料 5千円

市 長
副 市 長
教 育 長

現 職 者 議員全員 議員全員

供花 一　対
地方自治法改正(H19）及び市制施
行以前の三役を含む

議 会 の 事 務 部 局
香料 1万円

議員全員 議員全員

その他の事務部局 〈→備考欄〉
任期付採用職員、 嘱託員、臨時的任
 用職員会計年度任用職員は対象と
しない

議 会 が 同 意 又 は 選 挙 に よ り
選 任 す る 者 〈 → 備 考 欄 〉

供花 一　対

香料 1万円

香料 5千円

議

員

職

員

議員全員

そ

の

他


